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国保運営方針に係るPDCAの対象と目的１

➢ 県は、国保運営方針（Plan）に基づき、国保事業の安定的な運営、市町村が担う事務の標準化・効率化・広域化等の推進及び医療費

の適正化等を推進するため、毎年度、本運営方針に定める県、市町村及び国保連合会等の取組（Do）状況を把握して評価を実施し

（Check）、必要な見直しを行う（Action）。

➢ 評価には、運営方針に定める評価指標のほか、国の定める保険者努力支援制度（都道府県分・市町村分）の評価指標を活用する。

➢ 県は、取組状況の評価、施策及び取組等の見直しに当たって、市町村及び国保連合会との連携会議において協議を行う。

➢ 連携会議における協議を踏まえた事項を沖縄県国民健康保険運営協議会に諮る。

Do（実行）

Action（改善）

Plan（計画）

Check（評価）

運営方針に記載

（保険者努力支援制度の評価指標）

運営方針に基づく取組（県・市町村等）

保険者努力支援制度の評価指標に基づく取組

取組状況を県に報告

達成状況を評価

課題を分析、改善策を検討

施策・取組・目標等の見直し

PDCAのポイント

（１）ロジックモデルを用い、目的地（目指す姿）への道筋を体系的に図式化する

（２）取組・成果指標に分け、成果指標による評価を行うようにする

（３）指標はできる限り数値化できるものを採用し、評価しやすいよう相対的指標ではなく絶対的指標を用いるようにする
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（※）第３章については、目標値が０のため達成率とする。

国保運営方針に係る令和６年度のPDCA実施状況（総括）２

各章における取組項目の実施状況

各章における成果指標の達成状況

成果指標数
Ⅰ改善（向上）

↗

Ⅱ悪化（低下）

↘

Ⅲ現状維持

　→

Ⅳ評価未実施

　−

第３章　国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し 5 5

第４章　標準的な保険料及び国民健康保険事業費納付金の算定方法 4 3 1

第５章　保険料（税）の徴収の適正な実施 6 1 5

第６章　保険給付の適正な実施 9 4 5

第７章　医療費の適正化の取組 13 11 2

第８章　市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進 1 1

第９章　保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携 6 2 3 1

26 15 2 1

59.1% 34.1% 4.5% 2.3%
合計 44

※中間アウトカム及び分野アウトカムで評価

Ⅰ実施

実施率

100％

実施率

100％未満

80%以上

実施率

80%未満

50％以上

実施率

50%未満

30％以上

実施率

30%未満

実績値

評価

第３章　国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し 4 4 1 1 1 1

第４章　標準的な保険料及び国民健康保険事業費納付金の算定方法 8 8 3 2 3

第５章　保険料（税）の徴収の適正な実施 16 15 1 4 4 2 4 1

第６章　保険給付の適正な実施 17 16 3 6 4 3 1

第７章　医療費の適正化の取組 13 13 3 5 1 1 3

第８章　市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進 5 5 1 1 2 1

第９章　保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携 3 3 2 1

64 8 19 13 5 6 13 2

97.0% 12.5% 29.7% 20.3% 7.8% 9.4% 20.3% 3.0%

取組

項目数

Ⅱ未実施

合計 66
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A
改善

と

今後

改善点

C
検証

と

課題

評価・検証

　依然として赤字額が大きいことから、引き続き、赤字削減・解消に向けた取組を行

う必要がある。

⑴　県全体の赤字額は令和５年度に比べ約34億円減少した。

　　赤字削減・解消計画策定市町村数は17市町村と減少した。

⑵　令和６年度末の財政安定化基金の残高は約65億円となっている。

今後の方向性 良かった点・問題点

⑴  赤字市町村のヒアリング等を行い、赤字削減・解消計画の実施状況を確認し、適切な保険

料の設定や他市町村の好事例を示し、赤字改善を促す。

⑵  適正な基金の運用を行い、国に対し基金の積み増しを要望する。

⑶  引き続き沖縄県の特殊事情に配慮した財政支援を要望する。

　県全体の赤字額は令和５年度に比べ約34億円減少し、赤字削減・解消計画策定市町

村数は17市町村と減少したものの、赤字削減・解消までに６年以上を見込んでいる市

町村がある。

P
目標

と

計画

目標／目指す姿

D
実行

と

実績

取組内容

国民健康保険は一会計年度単位で行う短期保険であり、当該年度の国保特別会計の収

支を均衡させる

⑴  計画策定対象となっている17市町村が赤字削減・解消計画を策定し、同計画に基づき赤字解消に取

り組んでいる。（新規なし・計画終了１市町村）

令和６年度は、赤字削減・解消のため計画策定対象市町村のうち４市町村が保険料（税）の引き上げを

行った。

⑵  財政安定化基金

①令和６年度積立額：3,588,549千円（運用利子：117千円、財政調整事業分：3,588,432千円）、②

令和６年度取崩額0千円、③令和６年度末残高：6,493,970千円（本体基金分：2,903,380千円、運用

益：2,158千円、財政調整事業分：3,588,432千円）

⑶  沖縄県の特殊事情に配慮した財政支援を国に対し要請した。

取組項目 結果

⑴  赤字削減・解消計画の策定と同計画に基づく取組

⑵  財政安定化基金の運用

⑶  関係団体と連携し、国に対し沖縄県の特殊事情に配慮した財政支援を要請する。

各章のPDCA3

第３章 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し

県赤字額(億円) 【県全体の赤字額の推移】

【赤字削減・解消計画策定対象市町村】

R4年度 R5年度 R6年度

44.9億円 95.0億円 61.0億円

R4年度 R5年度 R6年度

19 18 170

20

40

60

80

100

R4 R5 R6

繰上充用金 法定外繰入

4



A
改善

と

今後

改善点

C
検証

と

課題

評価・検証

　保険料(税)水準の統一に向けた課題及び解決策について、継続的に市町村と協議を

行う必要がある。

⑴　保険料(税)率の見直しを行った市町村においては、被保険者の急激な負担の変動が生じな

いような賦課割合の検討や、段階的な料率改定を実施するなど、一定の配慮がなされてい

る。

⑵　令和６年度から、医療費指数反映係数α＝0.5とするとともに、県繰入金を活用し、αの引

き下げに伴う納付金増加分の負担軽減を図っている。

⑶　令和７年度納付金から令和５年度に発生した決算剰余金の一部（約10億円）を減算し、

保険料（税）の負担軽減を図っている。

今後の方向性 良かった点・問題点

　保険料(税)水準の統一に向けた「新たな取組」を令和６年度から10年度頃まで行っ

た後、医療費水準の市町村格差が縮小した場合は、統一に向けた取組を加速化するこ

ととする。

　保険料(税)水準の統一には、医療費水準の市町村格差や財政赤字の解消等の課題が

ある。

P
目標

と

計画

目標／目指す姿

D
実行

と

実績

取組内容

・将来的な保険料(税)水準の統一

　（納付金ベースの統一、完全統一）

⑴　市町村は、県が示す標準的な保険料(税)算定方式を参考に、算定方式や保険料

(税)率の見直しを行った。

⑵　県は、医療費時数反映係数α＝0.5に引き下げたことに伴い、保険料（税）負担の

軽減を図るため、県繰入金を活用した。（21市町村、559,344千円）

⑶　令和５年度に発生した決算剰余金についての取扱いについて、市町村と協議を図

り、一部を令和７年度納付金の減算に充てることに合意を得た。

取組項目 結果

⑴　保険料(税)統一に向けた環境整備と具体的な検討を行う。

⑵　算定方式の標準化に向け、被保険者に配慮した保険料(税)の見直しを行う。

⑶　負担増となる市町村に対しては、国保事業費納付金の金額を調整し、激変緩和措

置を講じる。

第４章 標準的な保険料及び国民健康保険事業費納付金の算定方法

R4年度 R5年度 R6年度

賦課方式が３方式の市町村数 16 17 18

医療費指数反映係数α 1 1 0.5
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A
改善

と

今後

改善点

C
検証

と

課題

評価・検証

　収納率目標を達成していない市町村は、その要因を分析し、必要な対策について整

理する。県は、当該市町村に対して滞納状況、人員体制及び収納対策の取組等の聴取

を行い、要因を分析し、必要な助言を行う。

・口座振替利用世帯の割合は、前年より0.11ポイント減少し21.50％となった。

・滞納世帯の割合は、前年より0.05ポイント上昇し12.68％となった。

・沖縄県の収納率(現年度分)は、前年より0.25ポイント減少し94.51％となった。

今後の方向性 良かった点・問題点

・市町村においては、引き続き納付環境の整備を検討するほか、口座振替の推進、研

修会への参加、各種広報活動を通じて収納率の維持・向上を図り、保険者努力支援制

度（取組評価分）に係る収納率達成を目指し、交付金獲得につなげる。

・県においては、特別交付金を活用した財政支援を行うとともに、アドバイザー派遣

事業を実施し、市町村の収納率向上のための支援を行う。

・令和６年度収納率(現)は20市町村が運営方針に定める収納率目標を達成した。

・地方税統一QRコード等のキャッシュレス納付を導入し、納付環境の拡充を図る市

町村が増えている。（地方税統一QRコード導入：27市町村）

・滞納処分（差押え・執行停止）を実施する市町村が増加したことに伴い、差押世帯

数、執行停止件数・金額も令和５年度と比較して増加している。

P
目標

と

計画

目標／目指す姿

D
実行

と

実績

取組内容

保険料（税）の現年度分を早期に収納し、

翌年度への繰越額を縮減するとともに、

滞納繰越分の解消に努め、適切な債権

管理を行う

⑴・収納対策プランの策定及びＨＰや広報誌で公表（41市町村）

　・口座振替の原則化や地方税統一QRコード等の利便性の高い納付環境の整備

　・県税、市町村税担当課と合同の研修会の実施

　・収納率向上アドバイザーを活用した研修、事例研究（32市町村）

⑵ 財産調査を踏まえた適切な滞納処分の実施、生活困窮者自立支援機関等との連携

取組項目 結果

⑴　市町村における収納対策（口座振替の推進、納付環境の整備、広報活動の強化、

コールセンターの設置・活用、研修会参加、収納率向上アドバイザーの活用など）

⑵　滞納者の状況に応じた適切な対応

第５章 保険料（税）の徴収の適正な実施

R4 R5 R6

沖縄県

全国

現年度分収納率(％) ① 口座振替利用世帯の割合（県平均）

R4年度 R5年度 R6年度

21.02% 21.61% 21.50%

② 滞納世帯割合（県平均）

R4年度 R5年度 R6年度

12.79% 12.63% 12.68%

③ 保険料(税)収納率　※現年度分

R4年度 R5年度 R6年度

94.25% 94.76% 94.51%

保険者規模 収納率目標

１千人未満 96.3%

１千人以上３千人未満 96.3%

３千人以上１万人未満 95.4%

１万人以上５万人未満 94.3%

５万人以上 93.0%

6



A
改善

と

今後

改善点

C
検証

と

課題

評価・検証

⑵　毎年の実績を確認、要因分析を行うことでPDCAサイクルを着実に進めていく。

⑴　令和６年度までの本県の被保険者一人当たりのレセプト点検に係る財政効果額と

財政効果率は、全国平均を上回る状況となっている。

⑵　市町村の数値目標を把握し、目標設定に対する助言や他市町村との比較による

フィードバック等、継続的に取組強化を図ることができた。

今後の方向性 良かった点・問題点

⑴　引き続き、県全体のレセプト点検水準の向上に向けた財政支援や研修会の実施等

による職員の資質向上に取り組む。

⑵　食中毒及び犬咬傷事故情報の提供や研修会の開催等を実施し、引き続き第三者行

為求償事務の連携強化に取り組む。

⑵　第三者行為求償事務は、過失割合の交渉、事故調査や債権管理等を含む専門的な

知識を要するため、人材育成等、実施体制の強化が課題となっている。

P
目標

と

計画

目標／目指す姿

D
実行

と

実績

取組内容

・定期的な指導・助言やレセプト点検の充実・強化等により保険給付の実務が法令に

基づく統一的なルールに従って確実に行われ、必要な者に必要な給付が着実になされ

ている

・保険事故に関係する第三者との過失割合の交渉、認定など求償金額の確定、事故調

査や債権管理等を含む専門的な知識を要するため、人材や実施体制の強化を行い、保

険給付に係る負担の公平性の確保と保険財政の健全化等を図る

⑴　レセプト点検の充実強化

　・県はレセプト点検水準の向上に取り組む市町村へ財政支援を実施した。

　・市町村は、研修会への参加等により職員の資質向上に取り組んだ。

　・国保連合会によるレセプト二次点検（小規模保険者分）を実施した。

⑵　第三者行為求償事務の取組強化

　・県は関係機関と連携体制を構築し、食中毒及び犬咬傷事故情報を市町村へ提供し

た。

　・国のアドバイザーを招聘して研修会を開催し、職員の資質向上に取り組んだ。

取組項目 結果

⑴　レセプト点検の充実強化

　・レセプト二次点検の実施

　・研修会の開催による職員の資質向上

⑵　第三者行為求償事務の取組強化

　・関係機関との連携体制の構築

　・研修会の開催による職員の資質向上

　・傷病届の早期提出等の取組強化

第６章 保険給付の適正な実施（１）

【レセプト点検の一人あたり効果額について】

R4年度 R5年度 R6年度

レセプト点検の一人あたり財政効果額 3,694円 3,880円 4,158円

【第三者求償に係る早期の傷病届の提出について】

R4年度 R5年度 R6年度

被保険者による傷病届の早期の提出割合 20.8% 20.2% 20.0%

保険者による勧奨の取組効果 21.2% 43.9% 27.6%

保険者における傷病届受理日までの平均日数 113.7日 106.9日 128.6日

レセプトへの「10.第三」記載率 52.2% 44.9% 40.1%

交通事故にかかる第三者行為求償実績 64,483千円 70,494千円 53,063千円
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A
改善

と

今後

改善点

C
検証

と

課題

評価・検証

⑴　患者調査等の実施強化

⑷　引き続き、資格の適用適正化への支援を行う。

⑴　療養費の給付を記録した医療費通知の送付により、療養費給付の見える化が図ら

れている。

⑵　高額療養費の申請勧奨により、被保険者の高額療養費受給権の確保が図られてい

る。

今後の方向性 良かった点・問題点

⑵　引き続き、高額療養費支給申請勧奨を実施する。

⑶　県による給付点検の実施（国保連合会への委託含む）と不正請求事案発生時の速

やかな回収事務等の対応

⑴　患者調査等については、不正請求防止の観点から更なる取組強化が必要。

⑷　27市町村で所得未申告世帯数の割合が前年度より低下した。

P
目標

と

計画

目標／目指す姿

D
実行

と

実績

取組内容

・定期的な指導・助言やレセプト点検の充実・強化等により保険給付の実務が法令に

基づく統一的なルールに従って確実に行われ、必要な者に必要な給付が着実になされ

ている

・居所不明者の資格喪失確認処理や所得未申告世帯への申告勧奨、年金情報の活用等

により、資格管理や保険税（料）の賦課が適正に行われている

⑴　療養費支給事務の適正化

　　・療養費給付を記録した医療費通知の送付（40市町村）

　　・患者調査の実施（34市町村）

⑵　高額療養費の申請勧奨を実施（40市町村）

⑶　県による保険給付の再点検、不正請求への対応等

　　・国保連合会への委託により、広域的見地からの給付点検を実施。

　　・不正利得回収については令和６年度は実績なし（回収案件なし）

⑷　資格の適用適正化と過誤調整等の取組

　　・居所不明被保険者に係る取扱要領を策定（40市町村）

　　・所得未申告世帯に対する申告勧奨（全市町村）

　　・年金機構との契約による年金被保険者情報の活用（34市町村）

取組項目 結果

⑴　療養費支給事務の適正化

⑵　高額療養費支給事務の適正実施

⑶　県による保険給付の点検、不正請求への対応等

⑷　資格の適用適正化と過誤調整等の取組

第６章 保険給付の適正な実施（２）

【所得未申告世帯数の割合が減少した市町村】

R4年度 R5年度 R6年度

市町村数 25 15 27
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A
改善

と

今後

改善点

C
検証

と

課題

評価・検証

⑴　未受診者対策の取組について市町村間の横展開等の支援を行う。

⑻　国保ヘルスアップ事業等の拡充による各種保健事業の実施市町村に対する支援を行

う。

⑵　38市町村が糖尿病性腎症重症化予防プログラムの基準等に基づいた取組を実施し

ている。

⑷　全市町村において後発医薬品の差額通知が実施されており、県全体の後発医薬品

使用割合（数量ベース）は県目標値の86％を超えている。

今後の方向性 良かった点・問題点

⑴　健診データ等の分析、各市町村の保健事業実施計画の進捗確認

⑵　糖尿病性腎症重症化予防対策に係る周知や保険給付費等交付金による市町村支援

⑶　頻回・重複受診者、重複・多剤投与者への指導、お薬手帳の普及啓発等の実施

⑷　後発医薬品の差額通知の継続実施等

⑸　医療費通知（年３回）の継続

⑹　高医療費市町村への助言等の実施

⑴　特定健診受診率目標値(60％)の達成は４村に留まっており、受診率向上を強化す

る必要がある。

⑷　後発医薬品の使用割合（数量ベース）は、令和６年度県平均が93.3%であり、

40市町村が目標使用割合(86％)を達成している。

P
目標

と

計画

目標／目指す姿

D
実行

と

実績

取組内容

予防・健康づくりによって県民の生活の質を確保・向上させ、良質かつ適切な医療を効

率的に提供することにより、誰もが必要な時に、必要な医療サービスを受けられるよ

う、医療費の伸びの適正化を目指す

⑴　広報共同事業において特定健診等に係る広報を実施

⑵　全市町村が保健事業実施計画を策定、同計画に基づき保健事業を実施。糖尿病性

腎症重症化予防プログラムの更新及び周知、保険給付費等交付金による財政支援。国

保ヘルスアップ事業等による各種保健事業の実施

⑶　頻回受診者・重複受診者への訪問指導、お薬手帳の普及啓発等

⑷　後発医薬品の差額通知の実施と後発医薬品の切替確認

⑸　厚生労働省が定める標準項目を満たす医療費通知を実施

⑹　医療費（地域差指数等）が高い市町村への指導監督時の状況等確認・助言

取組項目 結果

⑴　特定健康診査・特定保健指導の実施

⑵　生活習慣病の発症予防・重症化予防

⑶　適正受診、適正服薬の促進

⑷　後発医薬品の使用促進

⑸　医療費通知の実施

⑹　高医療費市町村の医療費適正化の実施

第７章 医療費の適正化の取組

R4 R5 R6

特定健診

特定保健指導

【特定健診・特定保健指導等の状況】

R4年度 R5年度 R6年度

特定健診受診率 34.5% 35.8% 35.9%

特定保健指導実施率 61.9% 67.2% 69.9%

後発医薬品の使用割合 88.9% 89.7% 93.3%

【医療費の適正化】

R4年度 R5年度 R6年度

沖縄県医療費(億円) 1,388.1 1,387.9 -

一人あたり医療費(円) 358,503 369,631 -

医療費の地域差指数 1.042 - -
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A
改善

と

今後

改善点

C
検証

と

課題

評価・検証

⑵　保険者事務の共同実施・共同事業により効率化が見込まれる事業について、実施

に向けて検討する。

⑶　市町村事務処理標準システムの導入及び県国保共同クラウドへの参加促進等の取

組により、８市町村が県共同クラウドによる標準システムを導入している。

今後の方向性 良かった点・問題点

⑴　他県における事務の標準化状況を参考として、保険料（税）の統一に関連し、標

準化を進めていく。

⑶　基幹業務（国保含む）のシステム標準化に関して、進捗を確認しながら、県国保

共同クラウドの標準化について、推進を行う。

⑶　国は、令和７年度末までに基幹業務（国保含む）のシステム標準化を実施すると

しており、全自治体でデジタル庁が調達するガバメントクラウドを利用することとな

るため、県国保共同クラウドについて、ガバメントクラウド環境への適合化を実施し

ていく必要がある。

P
目標

と

計画

目標／目指す姿

D
実行

と

実績

取組内容

・県内統一の標準的な基準の整備等によるサービスの均質化、均一化

・事務処理の広域化・集約化・共同化による効率化

⑴　市町村に対して、他市町村の取組を紹介する等の情報提供を実施。

⑵　資格確認書の標準化を実施。

⑶　厚生労働省が開発した国保の市町村事務処理標準システム導入や県共同クラウド

環境で同システムを導入する市町村へ財政支援を実施。

　　市町村における標準システムの共同利用を推進（国保連合会）。

取組項目 結果

⑴　市町村が担う事務の標準化等の推進

⑵　市町村が担う事務の共同実施による効率的な運営の推進

⑶　市町村事務処理標準システム等の導入

第８章 市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進

【標準システム及び県国保共同クラウド環境による標準システム導入市町村数】

R4年度 R5年度 R6年度

標準システム導入 12 13 13

うち県国保共同クラウド環境による導入 7 8 8

10



A
改善

と

今後

改善点

C
検証

と

課題

評価・検証

⑴　高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に係る市町村への助言

⑵　がん検診に関する普及啓発を強化するとともに、市町村・検診機関の担当者を対

象とした研修会を実施して受診率向上を図る。

⑵　市町村での歯周疾患検診等成人対象の歯科健診の実施拡大及び受診率向上を図る

ため、情報提供や専門的助言、好事例の共有等を行う。

⑴　高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施を行っている市町村が前年度の27市町

村から34市町村に増加している。

今後の方向性 良かった点・問題点

⑴　高齢者の特性を踏まえた保健事業を実施する上で必要な知識の取得や事例の共

有、国保DB等の活用促進を目的とした研修を実施する。

⑵　がん検診や歯科健診の受診啓発等、受診率の向上に向けて取り組む。

⑵　40市町村で国指針に示される５つのがん検診全てを実施しており、県及び市町村

により受診啓発の広報等、受診率向上の取組が実施されている。

⑵　歯周疾患検診等成人対象の歯科健診は25市町村で実施しており、市町村における

取組強化が課題となっている。

P
目標

と

計画

目標／目指す姿

D
実行

と

実績

取組内容

後期高齢者医療制度、介護保険制度及び健康増進施策と連携し、関連計画と整合性を

図った上で各種施策に取り組むことで、国民健康保険事業の実効力が高い状況にある

⑴・地域包括ケアの構築へ向けた部局横断的な議論の場へ参画（30市町村）

　・後期高齢者医療制度又は介護保険制度と連携した保健事業を実施（34市町村）

⑵・５つのがん検診の実施（40市町村）

　・歯科健診の実施（25市町村）

取組項目 結果

⑴　高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

⑵　がん検診及び歯科健診との連携

第９章 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携

【がん検診受診率】

R4年度 R5年度 R6年度

胃がん 13.3% 13.3%

肺がん 16.2% 17.0%

大腸がん 14.8% 15.9%

子宮頸がん 17.0% 16.2%

乳がん 16.1% 15.0%

未公表
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